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一
一
一
瞬
事
曾
雑
誌
第
二
審
第
五
椀

只F、
面撤

言兄

漢
代
の
非
官
営
論

回

中

2本

vnMV 

日時門

In'彊"

前
後
百
束
、
渓
代
四
百
有
倣
年
間
の
英
主
の
一
人
北
る
世
宗
孝
武
皇
帝
は
西
紀
前
八
七
年
を

以
て
崩
御
し
北
が
之
に
先
て
息
子
弗
段
を
皇
太
子
に
立
て
、
大
持
軍
窓
光
、
丞
相
率
千
秋
、
御
史
大

犬
桑
弘
羊
等
仁
少
主
の
輔
導
を
委
託
し
な
。

皇
太
子
邸
中
り
孝
昭
皇
帝
、
印
位
の
時
年
健
に
八
歳

で
あ
つ
な
が
矯
め
、
政
事
は
一

仁
認
光
の
方
寸
よ
る
出
で
北
の
で
あ
る
が
、
始
一
万
六
年
(
西
紀
前
八

一
年
)
に
談
議
大
夫
の
社
魁
年
わ
ら
建
議
に
出
な
の
で
猿
光
は
そ
の
守
口
を
納
れ
、
認
書
を
下
し
て

丞
相
御
史
を
し
て
郡
悶
よ
L

リ
感
げ
党
賢
良
女
阜
の
一
士
に
向
て
、
民
間
の
疾
普
ず
る
所
と
教
化
の

1 

要
旨
と
を
問
…
は
し
め
花
。

-
丈
島
4

の
答
は
皆
附
組
織
、
摘
椴
、
均
輸
を
以
て
民
と
利
を
争
ふ
じ
ふ
を
非
と

淡
ハ
代
の
川
崎
什
官
鯵
諭

回
一
一
七
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ず
る
の
紡
に
於
て
、
邸
も
官
替
を
非
と
す
る
に
於
て
一
一
致
し
て
ほ
泊
つ
校
。

の
大
業
に
し
て
四
夷
を
制
す
.
る
所
以
.
態
を
安
ん

b
用
を
足
ず
の
本
殿
す
可
ち
ヂ
と
て
反
駁
し

北
が
、
寂
光
は
賢
良
女
感
の
議
仁
従
て
同
年
の
七
月
に
椴
防
官
を
罷
め
食
、
印
も
惜
の
官
傍
佐
保

め
投
。
桓
寛
の
滋
池
紅
係
る
臨
鍛
論
は
営
時
の
討
議
を
錯
し
従
者
で
、
四
庫
金
書
簡
明
日
銀
じ

は
所
v
論
者
食
貨
之
政
、
而
諸
史
皆
列
一
一
之
儒
家
…
議
官
之
儒
者
、
主
ー
於
ν
諭
v
絵
一
一
先
王
以
趨
巾
賞
用
品
不
可
必
一
言
v
必

宮
v

性
而
後
調
印
之
間
唱
遺
品
、
之
評
し
て
、
子
部
の
儒
家
の
類
仁
牧
め
て
あ
る
。
要
す
る
じ
儒
家
の
見
地

上
i
り
立
て
セ
非
官
替
論
併
、
あ
る
が
、
抑
一
が
も
嘗
時
の
官
鶴
と
は
'
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
食
か
。

桑
弘
滋
・
・
は
此
れ
岡
家

;_r !.， 

事翼民，

R車署司

西
組
お
九
年
の
グ
エ
ズ

l
、
ず
の
積
火
に
際
し
て
非
命

b
最
後
を
遂
げ
松
プ
リ
ニ
ウ
ス
も
様

馬
じ
輸
入

3
三
三
織
の
う
も
で
品
取
が
も
上
等
な
の
は
支
那
か
ち
来
る
の
(
朗
色
g
g
m
O吋
吋
ロ
ロ
乙
で
あ
る

、-.ι(' 
i 子 <，\i~:"

ぇ箆

-
二
五
ふ
て
る
4
m
m
代
じ
於
け
る
製
餓
業
の
縫
歩
し
て
居
つ
食
乙
と
は
以
て
推
測
せ
ち
る

h

の
で

で
製
鍛
業
主
製
版
業
v
r
-
を
官
替
に
す
る
之
之
は
春
秋
の
世
に
潜
の
総
勢
の
覇
業
を
認

妹
到
し
食
管
仲
毛
蹴
に
一
皮
誠
九
、
党
の
で
あ
る
。
次
rw
」
漢
代
に
入
て
か
ら
布
衣
じ
腕
郎
あ
1

り
人

君
に
呉
王
あ

ιr盤
織
に
由
て
識
は
官
み
戒
は
強
く
、
夙
じ
官
替
論
を
生

b
t
の
で
あ
る
。

h

J

F

O

 

守
必
叱

w
p
M

偉
い
ド
移
入
俗
倹
・
昔
、
市
前
日
郎
氏
尤
品
、
以
一
一
鍛
冶
也
、
宮
室
日
一
五
寓
一
然
家
白
日
決
兄
子
孫
一
約
、
悦
ム
仰
い
拾
仰
有
川
以

貰
貸
行
貿
偏
一
一
郡
閥
…
郷
魯
以
一
占
禁
故
日
多
会
一
一
実
感
J

而
趨
v
利
者
、
以
日
治
日
郎
氏
一
品
、
或
日
以
ν
興
]
一
宮
子
臨
開
放
日
品

的
問

w
即
日
と
あ
る
は
防
郎
の
乙
と
で
、
呉
主
協
が
海
水
を
煮
て
臨

ι錦
し
故
を
以
て
賦
無
く
し
て
凶

用
益
々
儲
か
に
-
遂
に
必
閣
と
諜
そ
令
せ
て
兵
を
恕
?
る
に
至
つ
允
乙
と
は
名
高
い
事
貸
で
あ

併
し
、
臨
餓
官
を
置
い
忙
の
は
武
常
の
元
狩
四
年
(
首
級
前
一

る

一
九
年
)
の
乙
と

fy
、
初
め
、
啓
一
の

大
務
総
.
(
一

に
大
煮
臨
)
の
東
郭
域
防
二

に
・
東
郭
仮
)
と
荷
揚
の
大
治
の
孔
僚
と
の
二
人
が
各
々
産

&
致
し
て
千
金
を
紫
ね
食
後
、
山
海
之
利
ー
渡
.
探
之
音
、
天
下
之
裁
山
也
、
皆
宜
ν
腐
一
一
少
府
…
陛
下
ザ
小
y

私
以
嵐
山
一

司色

大
司
長
ー
…
以
佐
}
一
助
百
姓
一
服
薬
v
民
自
給
ν
袋
、
閃
一
一
一
服
官
辞
煮
v
盤
予
v
用
、
以
杜
一
一
際
偽
之
路
一
之
政
議
し
大
の
で

官
よ
よ
ツ
牢
盆
印
丸
一
煮
附
似
の
器
を
鼠
ハ
ヘ
花
、
一
向
し
て
洋
食
康
氏
、
好
欲
抱
符
一
一
山
海
之
貸
日
以
数
一
一
官
紫
綬
叩

利
細
民
よ
故
祖
品
事
議
日
者
、
不
ν
可
一
除
機
一
と
一
お
ふ
勢
で
あ
っ

-r
・
わ
ら
敢
私
鈴
品
鎖
器
…
煮
v

蝦
者
、
鉄
一
左
隊
一
段
一
一
入

‘ 

其
器
物
…
郡
ザ
小
v
出
v
織
者
、
殻
一
弘
一
銭
官
一
俊
一
腐
-
在
所
防
総
司
ず
る
乙
と
、
し
大
。

か
く
J
I

一
朗
人
を
感
、
げ
て
大

24{ 、
苧

〉
‘h
 
『

•• 
ι、
!

臨席釆一

tc
し
脇
餓
の
事
を
管
せ
し
め
・
作
b
M
府
一
除
日
訟
盤
織
家
信
者
一
銭
，
v
変
セ
の
で
あ
る
。
ゑ
は
食
貨
志

仁
母
体
へ
ら
れ
て
る
と
と
で
ゐ
る
が
東
部
戚
陽

ι孔
伎
と
の
前
首
業
者
が
自
己
綴
皆
の
事
業

を
想
げ
て
官
健
仁
移
し
以
て
誰
々
私
利
を
鶴
ま
ん
と
し
北
そ
の
事
務
は
明
白
で
あ
る
。
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時
に
泰
の
大
夫
の
子
桑
の
後
識
で
洛
陽
の
一
商
人
の
子
に
桑
弘
学
I
C

云
ふ
数
理
じ
長
け
柁

人
物
が
あ
っ
・
父
、
議
算
を
用
ゐ
ヤ
J
Y
U
計
に
巧
で
あ
っ
た
と
云
び
体
へ
ら
れ
て
る
。

年
十
一
一
一
に
し

て
侍
中
と
在
λ
ソ
一
万
鼎
二
年
(
W
悶
却
前
一

一
五
年
)
に
孔
僅
の
大
良
介
に
泉
げ
ら
る
kn

や
大
農
中
恭
一

i
L
m
刈
よ
ツ
次
で
治
架
部
対
と
潟
っ
て
大
践
を
仮
し
孔
億
に
代
っ
て
天
下
の
盤
餓
を
管
ず
る
乙
と

と
な
っ
花
。

桑
弘
学
は
設
に
於
て
か
均
聡
の
議
を
立
て
商
業
を
が
も
政
府
の
予
で
勝
目
む
乙
と
に

し
な
の
マ
あ
る
。
と
一
五
ふ
と
奇
怪
な
乙
と
だ
と
思
ふ
人
る
あ
ら
ラ
が
驚
く
勿
わ
れ
鍛
滋
閤
有

有
に
廷
を
加
け
れ
ば
そ
の
加
け
様
モ
蛍
騰
の
均
輸
と
探
ば
ぬ
乙
と
じ
な
よ
ツ
得
る
の
や
あ
る
。

史
記
の
卒
准
・
舎
に
ほ
め
同
時
の
乙
と
を
叙
し
て
弘
羊
以
一
一
諸
官
各
自
市
、
相
…
興
宗
、
物
故
騰
際
、
一
向
天
下

賦
総
或
不
p

償
誕
俄
費
一
乃
論
署
一
一
大
良
部
丞
数
十
人
一
分
ν
部
主
一
一
郡
問
一
各
往
往
豚
龍
一
一
均
輪
一
令
む
一
議
戸
、
各
以
情

其
物
資
時
商
質
問
川
一
一
線
駅
北
?
潟
ν
賦
相
泌
総
川
、
置
一
一
卒
峰
子
京
伊
都
受
一
一
天
下
委
輪
一
召
一
一
ヱ
官
一
治
一
一
本
諸
器
一
皆

k
v
i
y
 

仰
一
一
紛
大
民
一
大
良
之
諸
官
、
議
総
一
一
天
下
之
貨
物
…
長
一
郎
資
v
之
、
賎
郎
賞
ν
之
、
如
v
此
宮
商
大
賞
、
無
ν
所
v
本一一大利一

則
反
v
本
而
荷
物
不
v
得
一
…
総
陥
一
故
抑
一
一
天
下
物
日
名
目
日
一
平
獄
中
一
天
子
以
潟
然
詐
ν
之
、
於
v
是
天
子
北
豆
一
一
朔
方
一
束

到
一
一
太
山
…
巡
海
上
H

並
一
一
北
竣
日
以
崎
、
所
ν

過
賞
賜
、
周
一
一
市
一
白
倣
高
阪
一
銭
金
以
u

一
立
前
向
日
計
、
皆
取
日
一
足
大
農
と
見
ゆ

る
。
桑
弘
羊
は
乃
ち
乙
の
功
績
を
以
て
一
高
対
一
五
年
(
西
紀
前
一
一

O
年
匡
左
由
納
長
の
織
を
場
つ

大
の
で
あ
る

φ

次
で
天
挟
一
一
一
年
(
西
紀
前
九
八
年
)
の
二
月
に
初
橋
一
一
消
防
日
と
武
帝
犯
に
見
え
て
る
が
、
常
時
勿
論

桑
弘
挙
が
大
司
践
で
あ
っ
士
、
わ
ら
必
ヂ
や
そ
の
建
議
に
基
い
柁
の
で
あ
ら
う
日
勝
勧
は
服
官

自
防
紘
一
一
変
瓶
一
小
民
不
V

徳
一
一
復
尚
一
品
と
註
し
、
立
昭
は
様
、
諒
τ

桃
山
一
一
民
断
醸
…
調
官
開
置
、
如
一
…
滋
路
設
v
木
脱
却
"
械
、

溺
取
市
利
息
、
繭
一
雅
謂
一
一
之
石
杜
…
今
之
略
約
是
品
、
禁
一
一
開
業
事
…
惣
v
利
入
ν
官
、
而
下
紙
一
一
曲
以
得
一
存
ν
若山一波
ν
水
之

総
…
図
立
v

名
潟
之
註
ず
、
h
M
れ
郎
も
演
に
露
閣
に
行
は
る
-h

ウ
オ
時
/
カ
'
専
資
1
c
m
尖
る

E
が
な
い
の

で
あ
る
。

m一t
準
品
中
日
仁
成
問
防
と
僅
と
弘
羊
と
を
併
せ
評
し
て
三
人
山
一
一
口
v

利
、
事
一
析
一
一
秋
査
一
尖
と
あ
る
が
、

殊
に
桑
弘
羊
は
理
府
の
才
に
長
け
党
政
治
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
御
史
大
犬
に
径
廿

ら
れ
て
が
ち
八
年
の
後
、
印
も
附
飢
餓
論
の
あ
っ
花
翌
年
、
元
鳳
一
五
年
(
西
紀
前
八

O
年
・
)
の
乙
l
し
で
み

つ
花
、
防
一
家
の
潟
に
総
箆
の
利
;
を
雌
ハ
ぜ
る
乙
と
を
白
貧
し
、
業
功
に
伐
よ
り
て
子
弟
の
潟
に
官
を
得

ん
E
し
て
能
は
や
ノ
、
銘
じ
絞
光
を
怨
墜
し
注
籍
軍
安
防
侯
上
官
築

h

の
謀
反
仁
奥

b
事
箆
れ
て
放

詠
せ
ら
れ
食
。
本
舎
に
余
結
髪
束
倍
、
年
十
三
幸
得
]
一
寂
筏
給
一
一
幕
議
敬
之
下
円
以
査
一
一
卿
大
犬
之
位
日

獲
ν
滅
受
v

賜
六
十
有
飴
年
央
と
あ
る
が
ち
そ
の
死
ず
る
や
八
十
-
歳
巴
廷
か
つ
食
モ
あ
ら
う
。

~ 
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桑
弘
治
・
並
に
丞
相
怠
・
千
秋
に
反
濁
し
て
熱
必
に
非
官
轡
論
を
唱
ヘ
セ
の
は
何
人
で
あ
つ
な

h
v

。
桓
覚
は
故
市
の
朱
子
伯
よ
よ
り
体
問
せ
よ
ツ
ヱ
」
て
常
時
豪
俊
並
ぴ
准
み
、
四
方
航
践
し
大
よ
リ
を

品目や

賢
良
に
は
茂
陵
の
庇
生
、
究
皐
に
は
称
の
'
潟
生
の
倫
ぴ
、
六
十
俄
入
、
戚
な
閥
廷
に
楽
ま
よ
り
て
ム
ハ
惑

の
誠
を
好
ぺ
、
太
平
の
原
を
論

b
食
ら
。
知
者
は
企
(
慮
を
賛
し
仁
者
…
は
其
絡
を
明
に
し
一
身
者
は

目
英
断
を
見
は
し
熔
者
は
薬
剤
を
隙
し
、
国
々
お
花
F

り
侃
々
お
花
F

り
を
。
来
だ
詳
に
備
ふ
る
乙
と

能
は
?
と
雌
一
号
斯
に
略
ぽ
税
る
可
し
尖
と
一
河
川
ψ

、
真
に
叉
中
山
の
劉
子
灘
は
王
道
を
古
び
、
賞
品
以

、.
1
a
 

-r
 a

 
" 

を
矯
め
て
滞
を
}
止
に
復
す
、
務
め
て
本
に
反
る
に
在
人
ソ
、
・
一
段
に
し
て
倣
へ
歩
羽
仁
し
て
総
せ
歩
、
紋

々
然

t
jり
を
、
期
一
れ
弘
博
の
君
子
と
鵡
つ
可
し
尖
。
九
江
の
腕
生
は
由
路
の
窓
を
管
び
史
魚
の

節
を
推
す
、
憤
滋
を
議
し
て
恐
卿
を
刺
談
ず
る
乙
之
介
然
と
し
て
憶
に
し
て
携
げ
歩
強
御
加
を
長

れ
や
ノ
7
ζ

間
つ
可
じ
尖
と
一
万
ふ
て
る
。

本
書
仁
註
を
加
ヘ
北
明
の
張
之
象
の
序
丈
に
見
ゆ
る
議

-b、
唐
服
、
寓
劉
諸
生
は
何
れ
も
孔
一
五
の
徒
ら
し
く
そ
の
所
論
を
読
む
時
は
殊
に
し
か
く
戚
や
ち

る
、
の
で
あ
る
。

桑
弘
治
'
の
何
奴
仁
備
ふ
る
の
経
費
を
調
達
す
る
が
免
官
惨
事
業
の
必
要
な
る
を
説
く
や
究

患
の
答
へ
は
古
者
資
v
以
v
徳
而
賎
v
用
ν
兵
孔
子
日
「
混
入
不
v
服
則
修
一
一
文
徳
目
以
来
ν
之
、
統
楽
ν
之
則
市
文
ν
之
¥
今

駿
一
{
道
徳
目
而
佳
一
一
兵
率
一
興
ν
師
而
伐
v
之
、
屯
成
而
備
v
之
、
暴
ν
兵
露
ν
師
、
以
文
-
一
久
長
一
勝
戦
総
金
日
無
日
ヘ
使
台
市
滋
境
之

士
山
餓
仰
寒
於
外
上
百
姓
捗
書
於
内
…
立
一
一
総
銭
円
始
張
一
一
利
宣
以
給
v
之
、
非
一
一
長
策
弘
、
故
以
い
儲
v
之
然
v
傑
品

Er二
百
ふ

の
で
、
要
す
る
に
仁
義
を
以
て
闘
を
治
め
先
王
の
殺
を
以
て
天
下
を
卒
げ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
経
済
上
に
は
袋
一
本
主
義
を
執
よ
リ
衣
食
者
民
之
木
、
稼
瀦
者
艮
之
務
品
、
一
一
者
修
、
則
幽
宮
而

民
安
也
と
鳴
ヘ
、
理
ν
民
之
道
、
在
一
決
節
v

用
命
v
本
分
v
土
井
廿
旧
…
而
己
と
麟

b
て
憎
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

ド泡

" 、・、

て
商
工
業
は
之
を
蔑
脱
し
て
閥
有
一
一
沃
野
之
鱗
一
而
民
不
v
足
一
一
於
余
者
、
工
一
商
盛
而
本
業
荒
品
と
一
再
び

叉
商
所
足
以
遁
ユ
轡
滞
…
工
所
瓜
以
備
一
一
器
械
一
非
一
一
治
v
図
之
本
務
瓦
と
一
再
び
、
商
工
業
の
官
畿
を
排
斥
せ
ん
と

ず
る
の
で
あ
る
。

孟
子
の
所
前
上
下
交
征
ν
利
而
図
危
尖
の
意
を
敷
街
せ
る
替
の
で
、
郡
一
閥
、
民
と

奥
に
利
を
ゆ
ず
ふ
時
は
敦
厚
の
桜
一
を
散
ら
食
協
の
化
を
成
し
百
姓
の
本
に
就
く
者
募
く
末
に
趨

く
者
衆
を
致
す
可
し
と
て
官
鶴
の
害
を
…
主
張
し
て
活
…
る
。
そ
の
刑
揚
南
ぃ
有
一
栓
林
之
館
一
内
有
一
一
江

b
b

テ

湖
之
利
…
注
一
段
陽
之
金
一
右
目
一
紛
淡
.
之
材
一
伐
v
木
而
樹
v
穀
、
燐
v
策
而
締
v
粟
、
火
殺
而
水
線
、
地
蔵
一
川
鱗
ν
材
、
然
後

今

リ

ツ

グ

ツ

ラ

ネ

時
蹴
倫
ν

生
、
好
衣
甘
食
、
雌
白
民
事
典
歌
溺
挟
琴
、
日
給
月
率
、
朝
歌
暮
成
、
越
中
山
帯
一
一
大
河
一
纂
一
凶
遜
紳

、(

‘ 

3
e
 

T
 

d
?
 

7 

側
一
品
問
品
天
下
芝
践
一
商
質
鈴
一
一
於
路
認
候
交
一
一
於
，
滋
…
然
民
淫
好
ν
末
係
廃
而
不
v
務
ν
本
、
田
勝
不
v
修
、
男
女
狩
飾
、

家
終
日
一
斗
管
…
鳴
琴
在
v
室
、
是
以
楚
越
之
民
、
均
賃
而
寡
v
官
、
宋
衛
韓
一
築
、
好
ν
本
稼
穂
、
編
戸
海
民
~
鉱
山
ν
不
一
一
家
街

岡山一一一一一

談
川
代
‘
の
亦
官
総
論
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r 
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淡

代

の

非

営

総

論

人
給
一
故
利
在
自
口
惜
一
不
v
在
勢
居
街
術
日
露
在
一
一
俊
力
事
時
、
不
ν
在
一
一
歳
百
羽
柏
崎
一
品
、
と
一
お
ふ
は
安
に
喰
農
あ

る
を
知
て
そ
の
他
を
解
せ
診
る
の
官
で
あ
る
。
瓦
に
古
者
釆
線
不
蹴
茅
民
不
弱
、
衣
品
布
ー
禍
…
飯
一
主

側
一
鋳
v
金
翁
v
鋭

挺
ν
櫨

鴻
v
器
、
工
不
v
治
一
一
奇
巧
一
世
不
注
ネ
ν
可
一
一
衣
食
一
之
物
山
科
目
安
一
一
英
居
一
縮
減
一
一
英
俗
…
甘
一
一
其
食
…
使
日
一
英

器
一
是
以
謹
方
之
物
不
v
交
、
而
昆
山
之
玉
不
ν
至
、
今
世
俗
壊
而
競
一
一
於
控
廃
一
女
極
一
一
織
微
…
エ
級
]
敬
一
巧
一
蹴
一
議

機
漏
出
卯
一
珍
佐
一
銭
山
一
一
石
一
而
求
}
一
金
銀
一
段
一
一
深
淵
示
一
一
球
磯
一
設
一
一
機
昭
一
求
一
犀
家
…
張
一
一
綱
欝
求
一
一
務
湖
沼
…
求
一
潟
常
務
之
物
同

ミ

ダ

ル

キ

ヤ

内

y
サ
グ

以
位
一
一
中
岡
徒
一
一
功
符
之
賞
一
致
一
一
之
東
海
…
交
一
一
高
毘
之
財
日
瞬
、
v

日
嬰
v
功
、
無
ν
袋
一
一
於
用
…
是
以
仰
向
衣
匹
婦
、
傍
罷
カ

四一一一四

喝、
A 

加
、
初
衣
食
不
v

足
弘
、
故
王
者
禁
一
一
滋
…
利
一
節
一
一
漏
袈
…
溢
利
禁
則
反
v
本
、
漏
費
節
則
民
用
給
、
是
以
生
鉱
山
日
乏
資
…

死
無
一
一
時
戸
主
と
一
お
ふ
に
歪
て
は
唯
一
台
一
日
是
れ
滋
商
貿
易
を
以
て
有
無
相
混

b
以
て
民
人
の
瓶

紙
を
増
治
す
る
と
と
を
欲
せ
か
」
る
鎖
図
的
保
守
的
性
癖
を
最
唱
能
く
後
露
せ
し
刃
も
の
な
よ
り
と

部
し
去
る
可
を
で
あ
る
。

、メ:-:; :&-.~:l:i: 

関
て
古
者
市
朝
而
娘
一
一
万
幣
…
各
以
一
議
所
v

有
易
v
無
、
抱
v
布
貿
ν
総
而
色
、
後
世

サ
グ

印
有
日
一
過
日
穴
金
銭
刀
布
之
幣
一
交
施
v
之
…
品
、
幣
扱
幾
而
民
滋
々
俄
と
て
貨
幣
を
蛇
納
税
し
物
々
貿
易

の
時
代
に
鎚
欲
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

古
今
の
比
較
の
序
で
に
賢
良
の
壊
、
げ
た
詳
細
の
比
較
談
の
う
ち
ょ

b
一
ご
節
を
抄
出
し
て

設
時
の
社
合
的
進
歩
郎
ち
総
統
制
的
援
民
の
一
斑
を
示
し
て
見
ゃ
う
。

そ
の
序
吉
に
宮
室
駒
内
烏

衣
服
器
械
、
喪
祭
食
飲
、
滋
・
色
一
部
好
は
人
情
の
巴
ひ
能
は
な
る
所
な
・
久
故
に
聖
人
之
が
制
度
を
匁

よ
ツ
て
以
っ
て
之
を
坊
げ
F

り
問
ろ
士
大
夫
総
利
を
務
め
、
総
議
を
怠
る
が
故
に
百
姓
倣
倣
し
て
蹴

ム
る
制
度
を
除
ゆ
と
あ
λ
y
、
閉
山
衣
服
の
鎚
遜
は
如
何
か
と
一
万
ふ
に
、
古
は
廃
人
は
議
老
じ
し
て
後

シ

も
ω
腕
を
衣
食
一
P
Q
/

、
そ
の
俄
は
則
も
腕
泉
の
み
な
よ
ツ
し
が
故
に
命

b
て
布
衣
と
云
ヘ
・
'
り
そ
の
後
に

カ
ラ
ム
シ

及
で
は
則
も
裏
を
赫
に
し
て
表
を
実
に
し
て
碇
領
に
し
て
殺
な
く
約
令
し
て
総
せ
合
J

り
を
、
夫

れ
総
統
女
舗
は
人
君
后
如
の
服
な

b
、
繭
納
糠
線
拡
婚
姻
の
嘉
飾
な
い
ト
り
、
悲
れ
を
以
て
支
給
部
織

市
に

mw
ち
も
C

L
リ
を
、
今
や
官
者
は
綜
繍
擁
仇
し
中
者
は
素
紛
錦
泳
し
常
民
に
し
て
后
犯
の
服
を

被

F
O
、
納
税
人
に
し
て
耕
・
姻
の
飾
に
ほ
仰
る
、
夫
れ
紘
素
の
買
は
線
に
倍
し
織
の
用
は
仇
に
倍
ず

h

と
あ

る
。
食
物
の
縫
港
は
如
何
か
と
一
五
ふ
に
古
は
康
人
は
縞
食
務
恋
し
郷
飲
一
泊
か
股
臓
祭
艇
に
非

れ
ば
酒
肉
な
わ
ん

J

営
、
故
に
諮
候
故
無
念
時
は
牛
羊
を
殺

3
安
、
大
大
士
故
無
念
時
は
犬
家
を
殺

一一:+!'>o."-"Z'l'E:~了、..".描輯聾オi、

3
h主

b
き。

今
や
悶
苓
膝
伯
肝
陥
に
あ
ん

J

〈
屠
枯
故
'
鉱
山
う
し
て
烹
殺
し
野
外
仁
粟
を
負
ふ
て

往
き
肉
を
翠
け
て
相
凝
る
・
一
大
れ
一
家
の
肉
は
中
年
の
肢
に
て
十
五
斗
の
莱
を
符
丁
男
宇
月
の

食
に
瞥
る
7
ζ

あ
る
。

住
宅
の
畿
避
は
如
何
か
と
云
ふ
に
、
古
は
杜
櫛
の
銭
、
祢
協
の
案
な
く
其
後

9 

世
に
及
ん
で
も
廊
人
は
邸
も
・
釆
木
の
紅
と
茶
話
'
の
櫛
と
を
用
ゐ
士
は
ロ
川
成
せ
歩
大
夫
は
翠
強

務

代

の

非

官

総

論

四一一一五



ム一!今‘ l ‘{
t 、 F 一、、 .，一内 ‘ 

十 4、 ー ‘、 ・・ ! 

‘ i 、. P ‘ 
f 、・ 1‘ .、

. 
/) > ' :\}~~fK~/.t~ 

際
代
の
非
官
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10 

ず
る
の
み
な

b
し
に
今
や
官
海
は
嶋
艇
を
締
繍
し
塗
扉
錯
訴
し
、
中
な
る
者
は
錦
織
高
騰
、
釆
一
帯

丹
漆
ず
と
あ
る
。
叉
男
女
の
閥
係
に
就
JL
は
古
は
夫
婦
の
好
、
一
一
男
一
女
に
し
て
家
窓
の
滋
ぞ

成
し
花
ょ
ッ
、
畿
に
及
ん
で
士
は
一
-
姿
、
大
夫
は
二
、
諸
侯
は
姪
妨
九
女
あ
る
の
ヲ
が
な

b
し
に
今
は
諸

侯
は
百
数
、
卿
太
夫
は
十
数
、
中
な
る
者
以
侍
御
、
宮
ぬ
る
者
は
窓
に
盈
つ
、
是
一
を
以
て
女
は
戒
は
腕

恕
し
て
時
を
失
ぴ
、
男
以
或
は
死
に
放
る
ま
で
匹
無
し
と
あ
J

り
、
叉
官
吏
の
風
犯
に
就
て
は
古
は

人
君
事
を
敵
し
て
下
を
愛
し
民
を
低
ふ
に
時
を
以
て
す
J

太
子
は
天
下
を
以
て
家
と
潟
し
隠
妾

谷
々
共
時
を
以
て
恐
職
、
を
共
に
す
今
や
係
官
多
く
奴
一
規
乞
菩
ぴ
、
座
し
て
衣
食
を
察
104
私
に
産

業
を
作
し
姦
利
を
匁
ず
、
力
作
選
を
ふ
が
J

膝
宮
貨
を
失
ふ
、
百
姓
或
は
斗
符
の
儲
'
細
川
く
、
官
奴
百
金
を

累
ね
、
貌
氏
昏
既
成
事
を
線
て
や
ノ
奴
娩
蜜
供
し
て
遜
滋
す
よ
ω

あ
る
。
人
査

ι
…
杯
強
周
一
一
百
人
之
カ
…
一

廓
風
E

誠
一
両
人
之
功
一
共
潟
v
害
亦
多
尖
と
一
五
ふ
の
は
賢
良
の
慨
嘆
の
己
む
能
は
も
d

る
鹿
で
あ
っ
花
。

蛍
時
織
は
主
に
臨
対
日
犬
の
原
料
と
し
て
用
ゐ
ち
れ
い
な
と
見
え
、
桑
弘
羊
は
今
膝
官
鈴
一
一
良
器
…
俊
明
v
兵

務
v

本
、
不
弘
一
一
一
於
末
日
と
て
主
義
と
し
て
官
獲
を
締
附
議
し
て
る
が
賢
良
は
之
に
濁
し
て
農
天
下
之
大

業
品
、
銭
器
民
之
大
用
品
、
器
用
便
利
、
別
用
力
少
而
得
ν
作
多
、
農
犬
幾
v
事
糊
v
功
、
用
不
v
H
犬
、
別
田
嶋
荒
、
殺

不
ν
殖
、
用
制
力
関
功
白
半
、
器
使
胤
パ
収
不
ゲ
俊
英
功
相
什
而
倍
・
也
、
服
官
銃
一
議
織
器
…
大
抵
多
額
大
器
一
務
感
日
一
員
ー

程
…
不
v
給
}
一
民
周
一
民
用
鈍
喚
割
v
草
・
不
ν
痛
、
是
以
農
夫
作
郎
、
得
ι
護
者
少
、
百
姓
苦
ν
之
尖
vc
感
へ
て
る
、
官
業

の
徒
に
形
式
の
末
仁
の
み
趨
て
費
用
の
本
を
忠
る
t
b

の
傾
あ
る
は
古
今
同
一
徹
で
あ
る
。
桑

弘
羊
の
・
卒
徒
主
医
以
一
一
燃
や
り
一
日
作
品
一
必
事
一
財
用
鏡
、
器
用
備
、
家
人
命
合
、
抑
制
一
於
日
目
而
勤
一
於
周
一
鍛
ガ
本
一
鈴

録
一
段
柔
不
ν
和
、
故
有
司
静
総
一
一
般
鍛
…
一
一
一
其
周
一
ヂ
一
英
賢
一
以
使
間
百
姓
町
公
私
一
雌
一
一
良
夏
之
伊
治
、
不
い
易
一
一
於
此
刊
と

由

主
擬
す
る
や
賢
良
は
之
に
感
へ
て
官
業
を
行
は
地
d
b
し
以
前
は
求
人
相
一
に
し
て
尖
子
カ
を

腕
創
せ
て
各
々
務
め
て
養
器
を
作

b
、
品
以
相
輿
に
市
民
し
て
各
々
欲
す
る
所
を
得
し
に
今
や
燃

官
鍛
器
を
作
る
に
笠

bf
て
普
mm
多
く
、
共
原
を
総
べ
其
償
を
一
に
し
器
に
附
山
中
鵬
な
る
唱
の
多
く

11 

諮
感
側
伴
ん
か
所
な
し
、
臨
鍛
償
責
ぶ
し
て
百
姓
伎
な
ら
歩
貧
民
は
成
は
木
緋
手
絡
し
土
続
峻
食
す
、

餓
官
は
資
器
の
倍
れ
も
C

る
よ
ウ
成
は
頗
ん
か
る
民
に
賦
ず
と
て
官
業
の
紋
鮎
を
数
ヘ
、
古
者
千
窓

之
也
、
百
崎
県
之
家
、
陶
冶
工
商
、
四
良
之
求
、
足
一
一
以
相
瓦
一
故
山
泌
氏
不
v
隊
一
一
陛
畝
而
足
一
一
乎
回
器
…
ヱ
人
不
一
一
斬
伐
日

而
足
一
一
乎
陶
冶
一
不
v
耕
ν
岡
両
足
一
一
乎
梁
米
一
百
姓
各
得
一
通
使
而
上
無
v
事
一
千
州
、
ゑ
以
王
者
務
ν
本
不
v
作
v
末、会一一段

ム
ル
】
一

機
…
除
一
肱
琢
…
滋
v

民
以
y

雄
一
市
v

氏
以
v
様
、
悲
以
百
姓
務
v
木、ザ'小
v
畿
一
一
於
末
…
と
断
一
一
目
し
て
ゐ
る
。
・
丈
感
号
亦
鍛

器
者
、
良
夫
之
死
生
品
-
j
i
-
-
:
・
・
膝
官
経
而
一
ν
之
、
則
鍛
器
失
一
一
其
堂
一
而
農
民
失
一
一
英
俊
一
器
用
不
ν
使
、
則
民

夫
罷
一
一
於
野
一
而
事
策
不
v
降
、
草
策
不
僻
則
氏
周
乏
と
唱
へ
て
そ
の
主
意
は
勿
論
之
を
議
し
て
る
が

鵠

代

の

亦

官

務

総

回一一一七
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総
や
誘
い
て
来
、
だ
詳
な
ら
な
る
の
嫌
が
あ
る
。

官
畿
の
う
も
最
も
不
都
合
な
る
は
均
紛
酬
で
あ
る
、
桑
弘
羊
は
往
者
那
悶
緒
供
、
各
以
一
一
薬
物
目
覚
総
、

従
来
煩
雑
、
物
多
治
向
感
、
不
v
償
ι

其
提
訴
郡
波
一
一
戦
官
一
以
相
紛
運
而
使
遠
方
之
貢
一
故
日
一
一
均
的
側
一
関
一
一
委
府
予

京
…
以
紘
一
一
貨
物
一
践
印
刷
民
、
資
郎
夏
、
是
以
際
空
'
小
γ

失
v
葉
、
商
寅
無
ν
所
ν
私
有
税
日
一
一
卒
詐
則
民
不

v
失
v
職
均
総

則
務
一
勢
逃
…
故
卒
滋
・
均
職
、
所
市
以
卒
一
一
寓
物
一
而
侠
附
百
姓
ヘ
非
一
尚
一
一
利
孔
一
銭
一
一
氏
罪
梯
日
夕
品
と
蹄

b
て
る
が
、
実

感
は
之
に
濁
し
て
古
清
之
賦
一
一
枕
於
民
也
、
悶
戸
支
所
p

ヱ
不
ν
求
〕
一
所
恥
州
、
長
人
納
一
一
英
被
一
女
紅
効
一
議
功
…
今
耕
一
一

党
(
炉
存
、
安
一
一
其
伊
ん
批
川
、
百
姓
賎
訪
問
一
一
貨
物
一
以
使
口
上
求
一
問
者
郡
図
或

AF品
作
一
一
布
恕
一
定
留
難
血
ρ
之
潟
ν
市
、
真

之
所
v
入
、
非
一
一
初
春
陶
之
線
、
萄
筏
之
布
目
也
、
亦
民
間
之
所
ν
匁
耳
、
而
行
ν
姦
資
乎
、
藤
長
霊
v
替
、
女
紅
将
v
枕・来世

見
広
掛
川
之
一
一
均
弘
、
際
官
狼
溌
一
一
間
門
躍
市
、
則
寓
物
並
牧
、
高
物
議
牧
、
則
物
騰
路
、
際
線
別
商
賢
作
ν
利
白
市
、

体
v
利
自
市
、
別
変
、
容
一
一
姦
豪
雨
宮
商
務
貨
儲
v
物
以
待
一
一
共
念
…
軽
質
姦
・
一
氏
、
政
v
賎
以
取
v
賞
、
未
v
同
月
一
一
準
之
平
日
品
、

。

議
古
之
均
職
、
所
以
務
一
一
待
遇
耐
俊
弘
…
只
輪
一
非
品
以
処
v

利
而
賢
一
荷
物
日
必
と
論
駁
し
て
る
、
張
之
象
の
討
に

は
実
感
賢
良
の
反
溺
あ
J

り
し
が
然
、
臨
餓
政
之
を
賎
せ
な
ん
だ
が
沼
椴
均
輸
は
之
を
罷
め
柁
と

あ
る
、
均
一
愉
仰
を
罷
め
文
Y
C

一
五
ふ
の
は
剣
然
せ
ぬ
が
そ
の
反
鈴
論
の
有
力
な
F
9
し
専
は
容
は
れ
ぬ

但
し
硲
わ
に
康
止
し
た
酒
権
反
艶
の
詳
論
を
盤
餓
論
の
う
ち
仁
見
受
け
ぬ
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

間

以
上
が
交
感
賢
一
良
の
唱
ヘ
大
非
官
経
一
論
の
要
欧
州
で
あ
っ
て
事
賞
の
上
に
於
て
官
替
の
紋
紡

を
指
摘
し
党
の
が
邸
も
そ
の
減
る
可
点
古
拙
で
あ
る
。
孟
子
、
は
弱
点
拘
之
民
、
脱
皮
如
品
王
者
之
氏
陣

ス

レ

ド

も

ー

ト

セ

々
如
品
、
殺
ν
之
而
不
v
怨
、
利
ν
之
而
不
v
府
民
日
選
v

善
、
而
不
v
知一一匁
v

之
者
…
夫
君
子
所
ν
泌
者
化
、
問
v
存
者
湖
上

下
血
ハ
一
一
天
地
日
時
v

流
笠
日
一
一
小
補
之
日
哉
と
一
お
ふ
て
王
遣
を
推
櫛
し
大
が
、
非
官
替
論
の
根
抵
に
械
は
れ

る
根
本
思
想
は
と
の
王
道
仁
あ
る
の
で
あ
り
ゐ
か
広
、
随
一
て
個
人
主
義
民
主
々
議
自
由
主
義
の
援

態
し
大
今
日
の
非
官
強
論
と
比
較
す
る
乙
と
は
出
来
ぬ
、
ワ
イ
ル
ヘ
ル
ム
、
プ
オ
ン
、
ブ
ム
ボ
ル
ト

は
臣
民
の
幸
臓
を
以
て
閤
家
の
目
的
な
ム
リ
と
な
せ
る
は
一
五
楽
専
制
政
治
の
後
明
せ
る
具
溜
で

あ
る
と
一
五
ふ
花
、
資
に
そ
の
…
遮
1

り
で
あ
っ
て
挟
代
の
交
感
賢
良
に
個
人
主
義
の
思
認
を
期
待
ナ

J 、 3

る
の
は
抑
号
無
理
な
註
交
で
あ
る
。

丈
島
s

賢
…
良
の
議
論
に
於
て
最
"
も
多
く
川
駅
陥
の
認
む
可
営

唱
の
あ
る
は
そ
の
徒
に
古
を
以
て
今
を
律
せ
ん
と
す
る
が
潟
で
あ

J

っ
て
桑
弘
ネ
の
尖
淡
ず
る

時
は
子
、
尖
の
苧
主
改
め
歩
今
般
餓
設
職
、
所
-
一
従
来
日
久
尖
、
恥
】
一
欲
v
撰
之
、
得
ν
鉱
山
市
容
一
一
先
守
之
功
一
辺
が
密
主

之
徳
A

乎
、
有
一
司
伏
町
一
決
一
忠
孝
之
路
日
と
舵
安
る
や
実
感
は
明
者
図
ν
崎
市
畿
、
知
者
随
v
舵
而
制
と
答
ヘ
花

13 

が
、
そ
の
時
世
の
縫
歩
を
解
せ
合
る
唱
の
あ
る
よ
p

り
寧
丞
相
は
交
感
は
死
せ
る
浩
憾
の
認
を
守

淡

代

の

非

官

桜

倫

四一一一九

て j
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総
代
の
非
官
峰
山
蜘

此
る
宅
の
で
あ
る
と
云
ぴ
、
世
人
予
言
磁
儒
不
v
如
一
部
士
一
女
皐
皆
出
一
一
山
東
…
希
ν
捗
一
元
論
一
子
大
犬
論
栄
一
切

之
日
外
、
顧
分
一
切
政
治
誠
一
一
之
事
故
三
糊
つ
、
た
の
で
あ
る
。
桑
弘
羊
が
'
ヤ
口
者
総
u

一
井
岡
山
制
]
臨
剛
一
~
…
丈
夫

治
一
桑
田
憾
明
日
女
子
治
一
一
其
民
州
事
鉱
山
日
一
瞬
静
無
一
一
隣
人
目
故
非
-
一
工
商
一
不
v
得
v
食
】
一
於
利
来
日
非
一
一
段
山
氏
一
不
ν
得
ν
食
一
一
於
枚
獲
…

非
一
一
執
政
一
不
v
得
v
食
一
一
於
官
爵
…
今
儒
者
側
枠
一
一
求
都
市
母
一
一
不
v
鴎
之
諮
一
瞬
w
日
傭
v
久
、
而
無
v
袋
一
一
於
塑
往
来
持
跡
、
不

耕
而
食
、
不
v
獄
、
而
衣
、
巧
匁
一
一
良
民
一
以
奪
v
州
民
妨
ν
政
、
此
皆
世
之
所
v
忠
必
と
論

b
大
の
は
腕
か
政
府
が
祉

合
主
義
者
営
嫌
感
い
せ
る
と
そ
の
怖
を
等
う
し
て
る
が
、
併
し
専
政
々
府
信
局
者
の
山
一
一
口
と
し
て
は

無
理
の
な
い
と
ζ

ろ
で
あ
る
。
御
史
が
夫
次
小
供
、
襟
裂
可
】
一
以
、
預
而
必
待
一
一
金
醇
而
易
ν
之
、
政
小
紋

法
令
可
一
一
以
坊
…
而
必
待
一
一
雅
開
明
日
乃
治
v

之
、
自
活
精
舎
一
部
之
殿
町
一
而
米
一
一
命
勝
一
而
後
治
v
病
、
駿
一
一
汗
池
之
水
一
待
品
紅
海
日

而
後
救
巾
火
必
と
云
ぴ
て
洪
伴

k
以
て
治
図
の
要
滋
と
し
、
花
の
は
資
際
政
治
家
の
ゆ
一
口
と
し
て
巾

分
の
な
ぎ
と
と
ろ
で
あ
る
-

但
し
実
感
慨
深
良
の
議
論
の
う
ち
最
宅
拙
劣
な
る
は
排
商
工
論
て
之
に
鈎
ず
る
桑
弘
羊
ー
の
朗

読
に
就
て
は
是
非
共
二
一
一
口
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
削
も
管
子
一
万
、
関
有
一
一
沃
野
之
餓
耐
民
不
v

足
一
一
於
食
日
者
、
器

械
不
ν
備
品
、
有
面
海
之
貸
而
民
不

vE於
財
日
者
、
商
工
不
v
備
品
、
臨
街
之
丹
捺
総
初
、
別
倒
防
之
皮
革
骨
象
、
一

江
市
之
栴
梓
竹
箭
、
燕
務
日
之
一
魚
腹
腕
袋
、
死
琢
之
漆
獄
稀
綜
、
養
v
生
送
v
死
之
具
山
也
、
従
v
商
而
逝
縛
v

工
而

調
諮
問
鵠
沼
制
凶
器
組
閣
官

3
3
1
A
j
a盟
関
韓
関
思
議
2
3
3
3
3昔
話

3
3自
悶
盟
諸
翻
盟
議
3一いず

問
問
問
。

成
、
故
m浪
人
作
品
潟
舟
格
日
以
越
山
一
川
…
祭
服
v
牛
駕
v
馬
以
建
一
一
陵
陸
日
数
ν
建
鍔
ν
深
所
以
交
一
一
線
物
而
一
保
叩
百
詐
と
て

内
地
通
商
の
利
益
を
訴
を
、
役
筏
之
金
、
織
微
之
貢
所
哨
以
誘
一
一
外
関
而
鈎
発
'
胡
之
資
晶
、
夫
中
国
}
一
端

リ

タ

グ

h

m

r

d

A

7

イ
グ
シ

之
綴
、
得
一
面
一
一
一
奴
累
金
之
物
福
損
一
一
敵
図
之
周
一
是
以
蹴
附
制
限
駒
、
術
vd
見
入
ν
寒
、
騨
験
勝
馬
、
滋
潟
ρ

我
官
、
阪
郎

セ

ン

ナ

イ

狐
紡
、
釆
が
女
郎
、
充
一
一
於
内
府
指
帥
盟
主
珊
湖
沼
璃
戚
潟
品
側
一
之
賢
一
法
則
外
岡
之
物
、
内
一
統
一
山
利
不
一
一
外
前
日

品
、
異
物
内
流
則
国
用
餓
、
利
不
為
般
日
則
氏
周
給
品
戸
大
と
て
外
岡
貿
易
の
利
認
を
泉
、
げ
宛
周
務
A
W
市
川

ノ
ミ
ナ
ラ
シ

編
一
一
天
下
目
故
乃
貿
之
官
成
果
一
官
同
会
活
ν
利
染
v
羨
之
所
v
致
・
也
、
官
v
倒
何
必
用
v
本
ν
燥
、
足
v
民
仰
必
井
町
品
と

断

b
て
居
る
、
渋
之
琢
剤
、
越
之
榔
腕
、
貌
之
溜
収
、
斡
之
紫
陽
、
務
之
臨
泌
、
強
之
宛
丘

i

郷
之
防
犯
、
二
回
刈

之
一
一
一
川
、
官
冠
一
一
海
，

F
皆
府
内
一
天
下
名
都
目
非
v
有
弘
v
之
耕
一
一
英
野
治
国
一
一
共
地
一
者
弘
、
辰
一
一
五
諸
候
之
純
一
跨
一
一
街
街

之
路
弘
故
物
盟
者
、
民
折
、
宅
近
v
市
者
家
官
、
宮
在
一
術
数
日
不
v
在
v
持
v
身
、
利
在
一
勢
一
応
一
不
v
在
一
一
カ
耕
日
品
と
一
お
ふ

も
の
は
商
業
の
致
官
の
婆
訣
大
る

E
を
説
明
す
る
刈
も
の
で
あ
る
。
一

l

憾
常
時
の
絞
締
枇
舎
は

夙
仁
貨
幣
綬
蹴
聞
の
域
仁
向
っ
て
一
歩
を
進
め
て
居
つ
文
の
で
、
桑
弘
羊
の
ゆ
一
同
に
擦
る
に
一
瓦
后
以
ι

玄
只
匂
川
人
以
日
議
石
日
後
世
成
金
銭
刀
布
、
物
極
而
表
、
終
始
之
懇
・
必
と
あ
る
が
周
に
は
泉
府
の
官
あ

っ
て
景
主
(
西
純
前
五
四
四
年
!
五
二

O
年
)
の
時
に
は
大
銭
を
鏡
北
と
一
五
ふ
。
然
る
に
桑
弘
詮
-

m
a
は
な
ほ
女
¥
帝
(
百
組
前
一
お
九
年

i
一
五
お
年
)
之
助
、
縦
v
民
得
一
鎚
銭
治
ν
鍛
投
験
、
呉
王

J

担
部
品
海
銀
一
部

淡

代

の

非

官

替

倫

四
回
}
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演
代
の
非
官
帥
世
論

通
事
一
一
西
山
…
山
東
好
滑
戚
衆
一
一
呉
岡
一
奏
灘
撲
局
、
周
一
一
部
氏
一
呉
部
銭
布
一
一
天
下
日
故
有
品
錯
一
銭
之
禁
一
禁
禦
之
徐

立
而
好
燐
息
と
一
お
ふ
て
る
。
呉
主
と
は
前
に
号
制
択
胞
業
で
皆
同
強
を
殺
し
允

2
・
一
五
ふ
た
憾
で
究

四回一一

帝
五
年
(
西
結
前
一
レ
七
五
年
)
の
機
鋒
令
嬢
…
止
訟
が
出
た
匁
天
下
む
命
の
-
者
を
招
致
し
て
深
草
郡

. .・
白7 ・‘. . 

(
今
の
附
紅
湖
州
府
安
古
川
)
の
銅
山
を
採
撫
し
て
銭
を
鏡
花
の
で
ゐ
る
、
都
議
以
持
郡
市
安
の
人

で
ぬ
の
般
道
の
銅
山
(
今
の
四
川
雅
州
府
築
総
燃
)
を
女
帝
わ
ら

mm
は

っ

て

衰

憶

と

な

っ

セ

。

而

提
出
ザ

し

て

そ

の

弊

に

地

へ

な

ん

だ

が

潟

武

般

の

究

対

四

年

に

は

鯨

官

を

し

て

新

銭

を

鈴

3
せ

て

盗

錦

者

を

死

掠

に

成

ず

る

E
と
し
、
旦
岡
崎
に
祭
苑
の
白
庇
の
・
民
を
以
て
皮
鯵
を
殺
ち
し
め
校
、
ζ

れ
は
一
一
積
の
不
換
紙
幣
で
あ
つ
で
北
欧
に
中
古
の
末
、
ー
で
行
は
れ
詑
皮
幣
と
は
柳
が
そ
の
後

御
批
漣
鍛
税
関
劫

兎

に

角

撲

の

減

滑

の

蛍

織

の

総

務

程
度
は
既
に
土
地
の
み
を
以
て
唯
一
の
生
産
の
根
底
と
な
し
北
農
業
時
代
を
脱
却
し
た
の
に
、

交

感

賢

良

が

そ

の

事

情

を

解

ナ

る

ζ

と

の

出

来

な

ん

だ

の

は

要

す

る

に

徒

に

上

代

の

黄

金

時

代
に
償
保
し
て
ほ
泊
っ
た
儒
殺
者
流
の
無
誠
短
見
と
云
ふ
可
を
で
あ
る
。

最
後
に
・
陶
磁
鍛
論
の
鯨
刻
本
一
は
伊
…
東
来
援
炉
徳
山
侯
棲
息
管
一
毛
利
一
万
次
の
鋼
詑
を
受
け
て
紡
検

民
史
上
の
地
位
を
異
に
し
、
一
万
代
鍛
幣
の
一
万
始
的
制
度
と
認
む
可
を
で
あ
る
。

に
は
皮
鯵
印
後
世
交
合
交
紗
之
所
出
防
と
評
し
て
あ
る
。

主主覇軍JI

け
て
紡
校
し
女
川
も
の
で
あ
る
。

資
永
四
年
(
西
組
一
レ
七

O
お
年
)
附
の
侯
の
序
実
に
犬
臨
鍛
之
利
、

所
足
以
髄
】
官
姓
之
念
日
而
此
品
一
一
同
亦
詳
務
所
以
二
勝
一
一
百
姓
之
念
日
之
術
ム
と
あ
る
、
余
議
に
は
侯
の
間
対
立
は
燃

鍛
官
替
の
利
な
る
を
是
認
す
る
に
在
る
が
如
く
解
せ
ら
れ
て
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

山
尚
区
長
五
、
三

点
区
旦
者
[
ン
ヲ
-

天
下
之
大
用
品
、
茅
衆
院
川
所
v
宜
ν
事
也
、
往
者
奈
路
大
家
、
得
ν
符
一
泊
海
之
利
…
仰
が
一
餓
石
一
紋
鈴
、
殺
v
閥
、
一
家
来

い
様
、
或
尚
北
日
一
千
伶
人
一
大
抵
議
牧
一
一
放
流
人
民
…
品
、
港
会
一
一
郷
忠
誠
一
一
域
幕
一
依
一
徐
大
家
一
衆
一
深
山
務
保
之
中
一
成
一
家

俄
之
業
]
建
一
副
総
之
州
側
一
業
経
翁
v

亦

非

大

尖
1
t
二
五
ふ
が
如
き
議
論
は
最
も
君
侯
を
効
か
し
易
い
滋

却
を
合
む
唱
の
で
あ
る
。

を
縫
め
て
製
餓
所
を
設
け
線
専
資
を
行
び
、
交
通
の
大
機
関
投
る
餓
惑
の
官
有
資
行

3
て
唱
今

海

陸

軍

の

兵

器

は

勿

論

政

府

の

手

で

も

っ

て

鍛

造

コ

れ

廷

に

一

歩

日
の
日
本
を
丸
投
ら
桑
弘
品
、
午
、
以
来
海
亦
我
を
知
る
も
の
あ
r
り
と
て
大
に
喜

A
P
E
で
み
ら
う
。

而
し
て
桑
弘
法
十
を
し
て
盤
鍛
消
構
均
総
を
賛
行
せ
し
め
大
は
北
方
勾
一
奴
に
備
ふ
る
が
斜
め
箪

備

の

不

足

を

生
-
N

レ
之
が
紋
乏
を

t

補

拡

ん

と

せ

る

よ
J

り
起
れ
る
財
政
上
の
必
架

f

で
、
決
代
に
官
皆

の

魁

つ

柁

原

図

は

今

日

の

日

本
t
乙
大
差
な
し
と
一
五
ふ
可
き
で
あ
る
。
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